
 

 

 

 

 

 

 

 

山口県土木工事書類作成マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 

（令和７年３月一部改訂） 

 

山口県土木建築部 

  



 

山口県土木工事書類作成マニュアル（R7.3） 

1 

 

目次 

 

１．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

  

２．土木工事書類一覧表  

 ２．１ 使用上の留意点等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 ２．２ 提出する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 ２．３ 提示する書類（提出しない書類） 6 

  

３．工事打合せ簿  

 ３．１ 留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

 ３．２ 工事打合せ簿の記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

  

４．段階確認  

 ４．１ 段階確認とその他の立会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 ４．２ 手順と留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 ４．３ 段階確認書の記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

  

参考資料  

工事書類スリム化の手引き ～山口県土木工事書類作成マニュアル改訂補足資料～・・ 18 

  

 

● 改訂履歴 

H28.3 発刊 

R3.3 改訂 

R6.3 改訂（名称変更） 

R7.3 一部改訂 

 

● 本マニュアルについての問い合わせ先 

山口県 土木建築部 技術管理課 技術指導班 

電話：083-933-3636 メール：gisidou@pref.yamaguchi.lg.jp  



 

山口県土木工事書類作成マニュアル（R7.3） 

2 

 

１．はじめに 

 

（１）背景 

山口県では、平成 28 年 3 月に、関係法令や共通仕様書等に基づき受注者が作成する工事書類

を「土木工事書類作成マニュアル」としてとりまとめ、令和３年３月には、ＩＣＴ活用工事やモ

バイル端末を用いた遠隔臨場などのデジタル技術の導入等を踏まえた改訂を行うなど、工事に

おける事務手続き等の適正化及び簡素化を図ってきた。 

 一方で、現場の技術者は、昼間は現場の段取りや監督業務等に追われ、現場が終わってから管

理資料の整理や提出書類の作成を行うなど、依然として長時間労働が常態化していると言われ

ている。 

 こうした中、令和６年４月から建設業にも労働基準法の時間外労働上限規制が適用されるこ

とも踏まえ、現場の技術者の長時間労働の縮減につながるよう、本マニュアルを再度改訂し、受

注者が作成する土木工事書類の徹底したスリム化を図ることとした。 

 

 

（２）改訂の概要 

この度の改訂では、関係法令や共通仕様書等に明確に規定されていない資料の削減やこれま

で提出を求めていた資料の一部を提示にとどめるなど、提出・提示書類の総点検を行ったうえで

徹底した工事書類のスリム化を図った。また、「土木工事書類一覧表」については、書類ごとに

提出条件や留意事項を記載し、受注者がより活用しやすいよう改良を加えた。 

なお、従来のマニュアルでは、提出・提示書類の根拠条項等の関係部分を転載していたが、こ

の転載を削除し、本マニュアル自体のスリム化も図った。一覧表には各書類の根拠条項を明示し

ているので、必要に応じて最新の関係法令や共通仕様書等を確認していただきたい。 

  

 

（３）目的 

本マニュアルは、土木工事共通仕様書等の契約図書に基づき、受発注者が作成する工事書類に

ついて、提出書類と提示書類の明確化を行うとともに、徹底した工事書類のスリム化を図り、受

発注者双方の業務の効率化を目的としている。 

なお、本マニュアルでは特に言及していないが、書類のスリム化とあわせて、情報共有システ

ムや遠隔臨場等のデジタル技術を活用することで、業務効率化が期待できる。 

 

 

（４）適用範囲 

本マニュアルは、山口県土木工事共通仕様書を適用する工事を対象とする。 

（文中の用語も、山口県土木工事共通仕様書に準じている。） 
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２．土木工事書類一覧表 

 

 「土木工事書類一覧表」は、工事請負契約書や山口県土木工事共通仕様書等に基づき、提出（提

示）が必要な書類を整理したものである。 

 

２．１ 使用上の留意点等 

 

（１）本表は標準的な工事について作成しているため、個別工事において、特記仕様書等の指示

がある場合は、本表よりもそちらを優先する。 

 

（２）本表で「名称」欄を灰着色した書類は、個別の工事内容等によって提出（提示）の要否を

判断する必要がある。表中の「提出（提示）条件や留意点」や「根拠条項等」を参考に、

必要に応じて最新の関係法令や共通仕様書等を参照すること。 

書類の作成や提出（提示）の要否等が不明な場合は『とりあえず作成しておく』のでは

なく、受発注者間でその要否を確認することとし、不要な書類を作成・提出しないこと。 

【参考】主な関係データの掲載箇所 
  

工事請負契約書（様式） 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23400.html 
 

山口県土木工事共通仕様書 

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23447.html 
 

 山口県土木工事監督技術基準 

  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23405.html 
 

 

（３）本表の「小規模」欄では、小規模土木工事（見積書の提出により随意契約する概ね 200 万

円未満の工事）で、提出（提示）が必要な書類を○で明示している。 

  

（４）本表は Excel データをウェブサイトで公開している。 

個別の工事内容に応じて加工し、受発注者各自の内部チェック等に活用されたい。 

なお、活用は任意とし、活用した場合もデータの保管や発注者への提出義務はない。 

【参考】土木工事書類一覧表のデータ掲載箇所 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html 

  

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23400.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23447.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23405.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html
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２．２ 提出する書類 
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２．３ 提示する書類（提出が不要な書類） 
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３．工事打合せ簿 

 

３．１ 留意点 

 

 ①工事打合せ簿は、発注者と受注者が工事施工状況についてお互いに確認しあい、行き違いの

ないように記録しておく重要な工事帳票のひとつである。このため、記載内容は曖昧な表現

とせず、設計変更や金額変更の有無等を明確に記載することが重要である。 

②工事打合せ簿に添付する資料は、その内容を確認できる必要最小限の資料に留めること。 

③監督職員がその権限を行使する時は、工事打合せ簿等の書面で行う。緊急を要する場合は、

監督職員から受注者に対して口頭による指示等を行えるが、その場合は後日工事打合せ簿に

より指示内容等を双方で確認する。 

 

【参考】発議や処理回答で用いる用語の定義 

 定義（共１編１－１－２） 

指示 
契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について

書面により示し、実施させること 

協議 
書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場

で合議し、結論を得ること 

通知 

発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、ま

たは受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知

らせること 

承諾 
契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により

同意すること 

提出 
監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を説明し、差し出すこと 

報告 受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせること 

受理 
契約図書に基づき受注者の責任において監督職員に提出された書面を監督職員が受け取

り、内容を把握すること 

  ※書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、

協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いない場合

は、発行年月日を記載し、文書の真正性が確認されたものも有効とする。 
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３．２ 工事打合せ簿の記載例 

 

 一般的な工事打合せ簿の記載例として、以下の５事例を次ページ以降に示す。 

 なお、赤字は受注者、青字は発注者の記入内容としている。 

 

事例Ａ ①受注者：提出 → ②発注者：受理 変更施工計画書の提出例 

事例Ｂ ①受注者：報告 → ②発注者：受理 境界杭設置前の境界確認の報告例 

事例Ｃ ①受注者：協議 → ②発注者：指示 
受注者から協議を受けて、 

発注者が同一の工事打合せ簿で指示する例 

事例Ｄ 
①受注者：提出 → ②発注者：受理 

③発注者：指示 → ④受注者：了解 

受注者から協議を受けて、 

発注者が別の工事打合せ簿で指示する例 
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（１）事例Ａ 変更施工計画書の提出例 

Ａ－① 受注者の発議（提出） 

□　受領時の発議者への真正性確認　

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　変更施工計画書　●●工　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

工　事　打　合　せ　簿

山口県●●土木建築事務所

発 議 者

発 議 事 項

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ）

  □指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□その他（      　）

（　**************　 )

株式会社●●建設

　□発注者(No.        )

　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

受 注 者 名

　契約変更 　□無

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注者

受注者

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　指示等により
必要な措置又は
予定している措置 　契約変更 　□有 　□工事内容を変更する

●●工の施工方法が確定したので、
変更施工計画書の該当ページを、別添のとおり提出します。

 

Ａ－② 発注者の処理（受理） 

■　受領時の発議者への真正性確認

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　変更施工計画書　●●工　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

●●工の施工方法が確定したので、
変更施工計画書の該当ページを、別添のとおり提出します。

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　■提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　■無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　■受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和●年●月●●日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日
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（２）事例Ｂ 境界杭設置前の境界確認の報告例 

Ｂ－① 受注者の発議（報告） 

□　受領時の発議者への真正性確認　

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　境界確認者一覧表、境界確認の実施位置図　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

No.●●～No.●●の境界杭設置に関して、施工前の近接所有者の立会による
境界確認を行いましたので、その結果を報告します。
（立会の結果、設計位置で近接所有者の了解を得ました。）

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　■報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所

 

Ｂ－② 発注者の処理（受理） 

■　受領時の発議者への真正性確認

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　境界確認者一覧表、境界確認の実施位置図　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　■受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和●年●月●●日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　■無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

No.●●～No.●●の境界杭設置に関して、施工前の近接所有者の立会による
境界確認を行いましたので、その結果を報告します。
（立会の結果、設計位置で近接所有者の了解を得ました。）

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　■報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所
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（３）事例Ｃ 受注者から協議を受けて、発注者が同一の工事打合せ簿で指示する例 

Ｃ－① 受注者の発議（協議） 

□　受領時の発議者への真正性確認　

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　　平面図、状況写真　　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

No.●●＋●●付近に設置予定の境界杭（３基）について、
境界杭設置のための床掘を行うと、近接する宅地に影響が生じる懸念があるため、
境界鋲の設置に変更することを協議します。

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所

 

Ｃ－② 発注者の処理（指示） 

■　受領時の発議者への真正性確認

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　　平面図、状況写真　　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　■指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和 ●年 ●月●●日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　■有

　■金額変更する（　増　・　 減　　概算額　　                   ２０　　　　　千円）

　■工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（指示）
　協議した３箇所は、境界杭ではなく、境界鋲とすること。

No.●●＋●●付近に設置予定の境界杭（３基）について、
境界杭設置のための床掘を行うと、近接する宅地に影響が生じる懸念があるため、
境界鋲の設置に変更することを協議します。

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所
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（４）事例Ｄ 受注者から協議を受けて、発注者が別の工事打合せ簿で指示する例 

Ｄ－① 受注者の発議（協議） 

□　受領時の発議者への真正性確認　

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　　横断図　　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

No.●●＋●●付近の、１号重力式擁壁工について、
現地を掘削したところ、支持地盤が当初想定より深いことが判明したため、
擁壁工の構造変更について、協議します。

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所

 

Ｄ－② 発注者の処理（受理） 

■　受領時の発議者への真正性確認

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　　横断図　　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　■受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和●年●月●●日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　■無

　契約変更 　□有

　□金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　                   　　　　　　　千円）　

　□工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

No.●●＋●●付近の、１号重力式擁壁工について、
現地を掘削したところ、支持地盤が当初想定より深いことが判明したため、
擁壁工の構造変更について、協議します。

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　□発注者(No.        ) ■受注者(No.  ●●  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   □指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所
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（４）事例Ｄの続き 

Ｄ－③ 発注者の発議（指示） 

□　受領時の発議者への真正性確認　

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　　横断図、構造図　　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

受注者
　上記について、　　□了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　■有

　■金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　          ２００　　　　千円）

　■工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和●年●月●日に協議があった擁壁工について、以下のとおり施工すること。
　施工位置：No.●●＋●●付近
　構造　　　：　逆T式擁壁に変更する。（別添図のとおり）

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　■発注者(No.  ●●   ) □受注者(No.  　  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   ■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所

 
Ｄ－④ 受注者の回答（了解） 

■　受領時の発議者への真正性確認

発議年月日

令和●年度 一般県道●●●●線　　●●●●●●工事　第●工区

●●市●● 地内

発注事務所

（内　容）

添付図　　　　　葉、その他添付図書 （　　横断図、構造図　　）

　□その他

処

理

回

答

総括監督員 主任監督員 監督員 現場代理人 監理技術者

●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●● ●●　●●

令和●年●月●日に協議があった擁壁工について、以下のとおり施工すること。
　施工位置：No.●●＋●●付近
　構造　　　：　逆T式擁壁に変更する。（別添図のとおり）

工　事　打　合　せ　簿

発 議 者 　■発注者(No.  ●●   ) □受注者(No.  　  ) 令和●年●月●●日

発 議 事 項   ■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□提出　　　□報告　　　□その他（      　）

工 事 名
（ 箇 所 コ － ド ） （　**************　 )

受 注 者 名 株式会社●●建設 山口県●●土木建築事務所

指示等により
必要な措置又は
予定している措置

　契約変更 　□無

　契約変更 　■有

　■金額変更する（　増 ・ 減　　概算額　　          ２００　　　　千円）　

　■工事内容を変更する

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注者
　上記について、　　□指示　　　□承諾　　　□協議　　　□通知　　　□受理       します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和　　年　　月　　日

受注者
　上記について、　　■了解　　　□協議　　　□提出　　　□報告　　　□届出　　　　します。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　令和●年●月●●日
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４．段階確認 

 

４．１ 段階確認とその他の立会 

 

 関係する用語の定義は、下表のとおり。 

 定義（共１編１－１－２） 

立会 契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容について

契約図書との適合を確かめること 

確認 契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場も

しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめること 

段階確認 設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品

質、規格、数値等を確認すること 

 

 段階確認の定義における、「設計図書に示された施工段階」とは、土木工事共通仕様書の段階

確認一覧表、または特記仕様書等で明示したものをいう。 

 その他の立会は、段階確認として扱わないため、受注者は段階確認書の作成や提出を要しない。

なお、その他の立会において監督職員が報告等を指示した場合は、工事打合せ簿で対応する。 

 

 

４．２ 手順と留意事項 

 

（１）準備・計画 

①受注者は、設計図書及び共通仕様書（３編１－１－３）を確認し、段階確認の予定（工種、

確認項目、確認時期）を施工計画書に記載する。 

②監督職員は、提出された施工計画書により、段階確認の実施予定を把握する。 

 

（２）日程調整 

①受注者は、監督職員と口頭等により実施日時等を調整する。（書面の作成や記録は不要） 

 

（３）段階確認の実施 

①監督職員は、臨場等により確認を行う。確認に必要な場合は、受注者が作成した出来形管理

資料の提示を求めることができる。（段階確認のために新たな資料作成は求めない。） 

②現場技術員が臨場する場合、監督職員への説明に必要な資料は現場技術員が自ら作成し、

受注者には作成させない。 

③受注者は、段階確認に臨場し、監督職員に書面（段階確認書）で確認を受ける。 

なお、監督職員等の臨場状況写真の撮影は不要である。（従前は状況写真の撮影と提出を求

めていたが、段階確認の記録は段階確認書で十分なので不要。写真管理基準も改訂済。） 
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（４）実施結果の提出 

 ①受注者は、段階確認書（監督職員の確認を受けた書面）を提出する。 

 ②段階確認書には、基本的に資料を添付する必要はない。 

  （監督職員が実測値を手書きした品質管理資料や、立会状況写真は不要。） 

 

 

４．３ 段階確認書の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（赤字は全て受注者が記入） 

 

 メモ欄は、受注者や発注者が必要な場合に使用すること。 

 （例）確認した範囲を明示する必要があり、表中に記載しづらい場合等 
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